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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
九
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
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の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
十
一
条
の
三
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
の
三
関
係
）

第
一

（
略
）

第
一

（
略
）

第
二

（
略
）

第
二

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

健
康
サ
ポ
ー
ト
薬
局
に
係
る
研
修
を
修
了
し
た
薬
剤
師
の
人
数

（
新
設
）

(2)

（
略
）

（
略
）

(3)

(2)

～

（
略
）

～

（
略
）

薬
剤
服
用
歴
管
理
の
実
施

薬
剤
服
用
歴
管
理
の
実
施
の
有
無

イ

薬
剤
服
用
歴
管
理
の
実
施
の
有
無

（
新
設
）

ロ

電
磁
的
記
録
に
よ
る
薬
剤
服
用
歴
管
理
の
実
施
の
有
無

（
新
設
）

薬
剤
情
報
を
記
載
す
る
た
め
の
手
帳
の
交
付

薬
剤
情
報
を
記
載
す
る
た
め
の
手
帳
の
交
付
の
可
否

イ

薬
剤
情
報
を
記
載
す
る
た
め
の
手
帳
の
交
付
の
可
否

（
新
設
）

ロ

薬
剤
情
報
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
記
載
す
る
た
め
の
手
帳
を
所
持
す

（
新
設
）

る
者
の
対
応
の
可
否

（
略
）

（
略
）

(4)

(3)

（
略
）

（
略
）

地
域
医
療
情
報
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
参
加
の
有
無

（
新
設
）

退
院
時
の
情
報
を
共
有
す
る
体
制
の
有
無

（
新
設
）

受
診
勧
奨
に
係
る
情
報
等
を
医
療
機
関
に
提
供
す
る
体
制
の
有
無

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

医
療
安
全
対
策
の
実
施

医
療
安
全
対
策
（
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
安
全
な
管
理
の
た
め
の
責
任
者

(2)

(2)
の
配
置
の
有
無
）

副
作
用
等
に
係
る
報
告
の
実
施
件
数

（
新
設
）

医
療
安
全
対
策
に
係
る
事
業
へ
の
参
加
の
有
無

（
新
設
）
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～

（
略
）

～

（
略
）

(3)

(5)

(3)

(5)

医
療
を
受
け
る
者
の
居
宅
等
に
お
い
て
行
う
調
剤
業
務
の
実
施
件
数

（
新
設
）

(6)

健
康
サ
ポ
ー
ト
薬
局
に
係
る
研
修
を
修
了
し
た
薬
剤
師
が
地
域
ケ
ア
会
議

（
新
設
）

(7)
（
行
政
職
員
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
関
係
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
会
議
体
を

い
う
。
）
そ
の
他
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
た
め
の
会
議
に
参
加

し
た
回
数

患
者
の
服
薬
状
況
等
を
医
療
機
関
に
提
供
し
た
回
数

（
新
設
）

(8)

（
略
）

（
略
）

(9)

(6)
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
第
二
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い

と
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
当
該
都
道
府
県
に
そ
の
所
在
地
が
あ
る
薬
局
の
開
設
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
別
表
第
一
の
第
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


